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「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」 

に関するＱ＆Ａ 
 

平成12年１月19日

  改正 平成14年７月３日

最終改正 平成18年 10月５日

日本公認会計士協会

はじめに 

本Ｑ＆Ａは監査委員会報告第 60 号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する

監査上の取扱い」（改正 平成 14 年４月 16 日）に関するＱ＆Ａとして、平成 12 年１月 19 日に公表さ

れ、その後、所要の改正を重ねてきた。今般、企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第 22 号

「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（平成 20 年５月 13 日）

（以下「適用指針」という。）が公表され、監査委員会報告第 60 号のうち、会計上の取扱いに関する部

分が適用指針に引き継がれ、監査委員会報告第 60 号は廃止されることとなったため、本Ｑ＆Ａは表題を

「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するＱ＆Ａ」

から「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのＱ＆

Ａ」に変更するとともに、所要の見直しを行っている。 

 

（新 設） 

 

Ｑ１：子会社及び関連会社の範囲の決定に当たり、我が国の基準は実質基準であるといわれ

ていますが、その実質的な判断を行う上での基本的な考え方について説明してください。 

 

Ａ： 財務諸表等規則においては、実質的に支配している重要な会社が連結の範囲から漏れることを防ぐた

め、支配力基準に関する包括的かつ一般的な規定が設けられ、要件が定められていますが、他の会社等の

意思決定機関を支配しているかどうかについては、基本的には、財務諸表及び連結財務諸表を作成する経

営者がその責任において実態を踏まえて判断することとなります。特に、議決権の所有割合が百分の五十

以下であっても、その会社を実質的に支配していると認められる会社については、子会社の範囲に含まれ

ることに留意することが重要です。また、支配力基準に関する包括的かつ一般的な規定に照らして子会社

となる要件を形式的に満たしていても、実質的に支配していないことが明らかである場合には、子会社に

 

Ｑ１：子会社及び関連会社の範囲の決定に当たり、改正後の基準は実質基準であるといわれ

ていますが、その実質的な判断を行う上での基本的な考え方について説明してください。 

 

Ａ： 改正後の財務諸表等規則においては、実質的に支配している重要な会社が連結の範囲から漏れること

を防ぐため、支配力基準に関する包括的かつ一般的な規定が設けられ、要件が定められていますが、他の

会社等の意思決定機関を支配しているかどうかについては、基本的には、財務諸表及び連結財務諸表を作

成する経営者がその責任において実態を踏まえて判断することとなります。特に、議決権の所有割合が百

分の五十以下であっても、その会社を実質的に支配していると認められる会社については、子会社の範囲

に含まれることに留意することが重要です。また、支配力基準に関する包括的かつ一般的な規定に照らし

て子会社となる要件を形式的に満たしていても、実質的に支配していないことが明らかである場合には、
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該当しないこととなり、実質的な判断のポイントとして理解することが必要です。 

この基本的な考え方は、関連会社に該当するかどうかの影響力基準に関する判定においても同様となり

ます。 

したがって、監査人は、子会社及び関連会社の範囲の決定について、経営者による実質的な判断の合理

性を確かめることになります。 

 

子会社に該当しないこととなり、実質的な判断のポイントとして理解することが必要です。 

この基本的な考え方は、関連会社に該当するかどうかの影響力基準に関する判定においても同様となり

ます。 

なお、監査人は、子会社及び関連会社の範囲の決定について、経営者による実質的な判断の合理性を確

かめることになります。 

 

 

Ｑ２：他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（意思決定機関）を支配し

ているか否かの判定は、具体的にはどのように行いますか。 

 

Ａ： 財務諸表等規則第８条第３項の規定により、株式会社においては、まず、最高意思決定機関である株

主総会での議決権の支配の状況について検討することとなり、株式会社以外の場合には、株主総会に準ず

る社員総会等における支配の状況について検討することとなります。 

次に、株主総会での議決権を支配している状況にない場合であっても、百分の四十以上百分の五十以下

の議決権を有する場合（財務諸表等規則第８条第４項第２号）、 又は「緊密な者」及び「同意している

者」の有する議決権を合算すると他の会社等の議決権の過半数を占める場合（財務諸表等規則第８条第４

項第３号）には、取締役会における意思決定を直接又は間接的に支配している状況（財務諸表等規則第８

条第４項第２号ロ～ホ）について検討することとなります。 

なお、取締役会における意思決定を直接又は間接的に支配する要件の検討に当たっては、一般的には経

営会議や常務会等の会社法上任意の機関の状況は考慮しないものと解されます。 

 

 

Ｑ２：他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（意思決定機関）を支配し

ているか否かの判定は、具体的にはどのように行いますか。 

 

Ａ： 財務諸表等規則第８条第３項の規定により、株式会社においては、まず、最高意思決定機関である株

主総会での議決権の支配の状況について検討することとなり、株式会社以外の場合には、株主総会に準ず

る社員総会等における支配の状況について検討することとなります。 

次に、株主総会での議決権を支配している状況にない場合であっても、百分の四十以上百分の五十以下

の議決権を有する場合（財務諸表等規則第８条第４項第２号）、 又は「緊密な者」及び「同意している

者」の有する議決権を合算すると他の会社等の議決権の過半数を占める場合（財務諸表等規則第８条第４

項第３号）には、取締役会における意思決定を直接又は間接的に支配している状況（財務諸表等規則第８

条第４項第２号ロ～ホ）について検討することとなります。 

なお、取締役会における意思決定を直接又は間接的に支配する要件の検討に当たっては、一般的には経

営会議や常務会等の商法上任意の機関の状況は考慮しないものと解されます。 

 

 

Ｑ３：「他の会社等の議決権を自己の計算において所有している会社」に該当するか否かの

判定に当たり、財務諸表提出会社の子会社が所有している議決権についてはどのように取

り扱うべきですか。 

 

Ａ： 財務諸表等規則第８条第４項第１号～３号において、「自己の計算において所有している」という表

現の趣旨は、いわゆる名義株の取扱いを明らかにするためのものであり、この規定においては、子会社の

所有している議決権を含めて算定することは定められていないと解されます。 

しかしながら、財務諸表等規則第８条第３項の規定では、「親会社及び子会社又は子会社が、他の会社

等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。」と規

定されています。したがって、(1)親会社と子会社が一体となって他の会社を支配すると考えられる場

合、(2)子会社１社で他の会社を支配していると考えられる場合及び(3)複数の子会社が一体となって支配

していると考えられる場合の三つの場合には、それぞれの状況に応じ、子会社の議決権を含めて他の会社

に対する支配の有無を判定することとなります。 

 

 

 

 

 

Ｑ３：「他の会社等の議決権を自己の計算において所有している会社」に該当するか否かの

判定に当たり、財務諸表提出会社の子会社が所有している議決権についてはどのように取

り扱うべきですか。 

 

Ａ： 財務諸表等規則第８条第４項第１号～３号において、「自己の計算において所有している」という表

現の趣旨は、いわゆる名義株の取扱いを明らかにするためのものであり、この規定においては、子会社の

所有している議決権を含めて算定することは定められていないと解されます。 

しかしながら、ここで考慮すべき規定が、財務諸表等規則第８条第３項の規定です。同項では、「親会

社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、

その親会社の子会社とみなす。」と規定されています。したがって、(1)親会社と子会社が一体となって

他の会社を支配すると考えられる場合、(2)子会社１社で他の会社を支配していると考えられる場合及び

(3)複数の子会社が一体となって支配していると考えられる場合の三つの場合には、それぞれの状況に応

じ、子会社の議決権を含めて他の会社に対する支配の有無を判定することとなります。 
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Ｑ４：支配力基準の適用に当たり、子会社の範囲の決定に関する取扱いにおいて、更生会

社、民事再生会社、破産会社、清算株式会社（特別清算中のものも含む。）については、

どのように考えればよいでしょうか。 

 

Ａ： 財務諸表等規則第８条第４項の規定により、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会

社、会社更生法の規定による更生手続開始決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決

定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であっても、子会社の範囲の決定に当たっては、有効な支配

従属関係が存在するか否かについて検討する必要があります。 

例えば、更生会社に対してスポンサーとして出資等の資金提供を行うとともに、事業管財人として財務

及び営業又は事業の方針を実質的に決定しているような場合には、有効な支配従属関係が存在するものと

考えられます。 

民事再生会社については、経営者がそのまま継続して再生を行うのが一般的ですが、支配力基準の適用

に当たっては、更生会社に準じて有効な支配従属関係の存在を検討することになります。 

また、清算株式会社等のように継続企業と認められない会社については、継続企業と認められないとい

う理由だけでは、子会社の範囲から除かれることとならず、これらの会社についても、意思決定機関の支

配が行われている場合には子会社に該当し、原則として連結の範囲に含められることとなります。 

 

例えば、多額の債務又は含み損失のある不動産等の資産を有する連結子会社について、特別清算の手続

を開始する場合であっても、実質的に親会社主導で保有資産の処分等の清算手続が進められるときには、

継続して連結の範囲に含められることになるものと考えられます。 

休眠会社についても、同様に意思決定機関の支配が行われている場合には、子会社に該当し、原則とし

て連結の範囲に含められることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４：支配力基準の適用に当たり、子会社の範囲の決定に関する取扱いにおいて、更生会

社、民事再生会社、整理会社、破産会社、清算会社及び特別清算会社については、どのよ

うに考えればよいでしょうか。 

 

Ａ： 財務諸表等規則第８条第４項の規定により、更生会社、整理会社、民事再生会社、破産会社等であっ

ても、子会社の範囲の決定に当たっては、有効な支配従属関係が存在するか否かについて検討する必要が

あります。 

 

例えば、更生会社に対してスポンサーとして出資等の資金提供を行うとともに、事業管財人として財務

及び営業又は事業の方針を実質的に決定しているような場合には、有効な支配従属関係が存在するものと

考えられます。 

民事再生会社については、経営者がそのまま継続して再生を行うのが一般的ですが、支配力基準の適用

に当たっては、更生会社に準じて有効な支配従属関係の存在を検討することになります。 

また、清算会社、特別清算会社等のように継続企業と認められない会社については、継続企業と認めら

れないという理由だけでは、子会社の範囲から除かれることとならず、これらの会社についても、意思決

定機関の支配が行われている場合には子会社に該当し、原則として連結の範囲に含められることとなりま

す。 

例えば、多額の債務又は含み損失のある不動産等の資産を有する連結子会社について、特別清算の手続

を開始する場合であっても、実質的に親会社主導で保有資産の処分等の清算手続が進められるときには、

継続して連結の範囲に含められることになるものと考えられます。 

休眠会社についても、同様に意思決定機関の支配が行われている場合には、子会社に該当し、原則とし

て連結の範囲に含められることとなります。 
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Ｑ５：株式等の相互保有の場合における議決権の所有割合の算定及び子会社に該当するかど

うかの判定について、具体的な事例に基づいて説明してください。 

 

Ａ： 

（具体的事例） 

  

Ｐ社：財務諸表提出会社   Ａ社・Ｂ社：判定対象会社 

 

   

   

Ｐ社 

 

  

   

           39%                    20%  

                      40%  

  
Ａ社 

 Ｂ社   

                       23%  

   

      38%                      30%        10%  

   

    外部株主Ｘ1     外部株主Ｘ2  外部株主Ｘ3 

 

 

 

 

 

 

上図のような事例においては、Ａ社がＢ社の株式の 40％を所有していることにより、Ｂ社が所有して

いるＡ社の株式 23％については、会社法第 308 条第 1 項の規定により議決権を有しないこととなりま

す。 

したがって、このＡ社の判定に際しては、Ｐ社が所有している 39％と、外部株主Ｘ1 が所有している

38％を合算した 77％分の株式数（Ｂ社所有の議決権を有しない 23％を除いた株式数）が、議決権の所

有割合の計算式の分母（行使し得る議決権の総数）となります。この結果、Ｐ社の議決権の所有割合は

77 分の 39（50.65％）となるため、特段の反証がない限り、Ａ社はＰ社の子会社と判定されることにな

ります。 

 

（具体的計算） 

39 
          １.  議決権の所有割合  = 

100－23 
=  50.65% 

 

39＋23×0.2 
          ２.  連結持分の算定割合 = 

100－23×0.4 
=  48.02% 

 

Ｑ５：株式等の相互持合の場合の議決権所有割合の算定及び子会社に該当するかどうかの判

断について、具体的な事例に基づいて説明してください。 

 

Ａ： 

（具体的事例） 

  

Ｐ社：財務諸表提出会社   Ａ社・Ｂ社：判定対象会社 

 

   

   

Ｐ社 

 

  

   

           39%                    20%  

                      40%  

  
Ａ社

 Ｂ社   

                       25%  

   

      36%                      30%        10%  

   

    外部株主Ｘ1     外部株主Ｘ2  外部株主Ｘ3 

 

 

 

Ａ社がＰ社の子会社又は関連会社に該当するか否かの判定においては、従来はＰ社はＡ社の議決権の

39％を所有しているので、Ａ社はＰ社の子会社には該当せず関連会社に該当すると判定されていまし

た。しかしながら、改正後の連結財務諸表制度においては、Ａ社とＢ社の持合関係について検討するこ

とになり、特に、Ａ社がＢ社の株式の 40％を所有していることにより、Ｂ社が所有しているＡ社の株式

25％については、商法第241条の規定により議決権を有しないことに留意する必要があります。 

したがって、このＡ社の判定に際しては、Ｐ社が所有している 39％と、外部株主Ｘ1 が所有している

36％を合算した 75％が実際に有効な議決権となり、Ｂ社所有の議決権を有しない 25％を除いた株式数

が、実務指針に示されている議決権の所有割合の計算式の分母（行使し得る議決権の総数）となりま

す。この結果、Ｐ社の議決権の所有割合は 75 分の 39（52％）となるため、特段の反証がない限り、Ａ

社はＰ社の子会社と判定されることになります。 

 

（具体的計算） 

39 
           １.  議決権所有割合  = 

100－25 
=  52% 

 

39＋25×0.2 
           ２.  連結持分算定割合 = 

100－25×0.4 
=  48.89% 
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なお、この相互保有の場合における議決権の所有割合は、あくまでも子会社等に該当するか否かの判

定に用いる所有割合であるため、連結上の持分の算定計算における持分割合とは異なる場合が生ずるこ

ととなります。本例では通常Ｂ社もＰ社の子会社に該当するので、Ｐ社のＡ社に対する連結持分の算定

割合を計算すると、上記の２.に示したように、Ｂ社の所有株式数のうちＡ社の持分となっている部分

（23%×0.4）を分母から除き、Ｂ社経由の持分割合（23%×0.2）も連結上の持分算定割合として含めて

計算するため、48.02％と算出され、議決権の所有割合である50.65％とは異なることになります。 

 

 

なお、この相互持合の場合における厳密な議決権所有割合は、あくまでも子会社等に該当するか否か

の判定に用いる所有割合であるため、連結上の持分の算定計算における持分割合とは異なる場合が生ず

ることとなります。本例では通常Ｂ社もＰ社の子会社に該当するので、Ｐ社のＡ社に対する連結持分算

定割合を計算すると、上記の２.に示したように、Ｂ社の所有株式数のうちＡ社の持分となっている部

分（25%×0.4）を分母から除き、Ｂ社経由の持分割合（25%×0.2）も連結上の持分算定割合として含め

て計算するため、48.89％と算出され、議決権所有割合の算定結果である 52％とは異なることになりま

す。 

 

 

Ｑ６：子会社及び関連会社の範囲の決定における「緊密な者」及び「同意している者」につ

いて、その内容及び具体的な判断を説明してください。 

 

 

Ａ：(1) 適用指針に示されている「緊密な者」の７つの例示は、連結財務諸表原則注解５で「(2) 役員、関

連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会において議決権の過半数を継続的に占めることがで

きると認められる場合」と示されている内容を参考にし、実務上｢緊密な者｣に該当すると考えられる

場合を出資、人事、資金、技術及び取引の順序で明らかにしたものと考えられます。その７つの例示

に該当する場合には、一般的に｢緊密な者｣に該当するものと考えられますが、あくまでも例示であ

り、それらに限らないことに留意する必要があります。したがって、例示以外の者であっても、出

資、人事、資金、技術、取引等における関係状況からみて、財務諸表提出会社の意思と同一の内容の

議決権を行使すると認められる者は、「緊密な者」に該当することになります。 

また、出資に関して自己が議決権の百分の二十以上を所有していないが関連会社に該当している会

社や自己の役員の親族等についても、一般的には、｢緊密な者｣に該当するものと解されます。 

しかしながら、一般的に｢緊密な者｣に該当するとして、他の会社が子会社に該当する要件を満たし

た場合であっても、財務上又は営業上若しくは事業上の関係等からみて、｢緊密な者｣であるかどうか

の状況等を考慮した結果、財務諸表提出会社が意思決定機関を支配していないことが明らかと認めら

れる場合には、子会社に該当しないこととなります。 

(2) 「同意している者」に該当するか否かの判断に当たっては、必ずしも文書によって同意しているこ

とが条件ではなく、財務諸表提出会社との関係状況の内容等から実質的に判断することが必要です。

 

 

Ｑ６：子会社及び関連会社の範囲の決定に際しては、グループでの議決権所有割合を考慮す

ることになりますが、その場合の「緊密な者」及び「同意している者」について、その内

容及び具体的な判断を説明してください。 

 

Ａ：(1) 実務指針に示されている「緊密な者」の７つの例示は、連結財務諸表原則注解５で「(2) 役員、関

連会社等の協力的な株主の存在により株主総会において議決権の過半数を継続的に占めることができ

る場合」と示されている内容を参考にし、実務上｢緊密な者｣に該当すると考えられる場合を出資、人

事、資金、技術及び取引の順序で明らかにしたものです。その７つの例示に該当する場合には、一般

的に｢緊密な者｣に該当するものと考えられますが、あくまでも例示であり、それらに限らないことに

留意する必要があります。したがって、例示以外の者であっても、出資、人事、資金、技術、取引等

における関係状況からみて、財務諸表提出会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる

者は、「緊密な者」に該当することになります。 

また、出資に関して自己が議決権の百分の二十以上を所有していないが関連会社に該当している会

社や自己の役員の親族等についても、一般的には、｢緊密な者｣に該当するものと解されます。 

しかしながら、一般的に｢緊密な者｣に該当するとして、他の会社が子会社に該当する要件を満たし

た場合であっても、財務上又は営業上若しくは事業上の関係等からみて、｢緊密な者｣の状況等を考慮

した結果、財務諸表提出会社が意思決定機関を支配していないことが明らかと認められる場合には、

子会社に該当しないこととなります。 

(2) 「同意している者」に該当するか否かの判断に当たっては、必ずしも文書によって同意しているこ

とが条件ではなく、財務諸表提出会社との関係状況の内容等から実質的に判断することが必要です。

 

 

Ｑ７：子会社の範囲の決定に関し、自己の計算において所有している議決権が百分の四十未

満であり、緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせて（自己の計算

において議決権を所有していない場合を含む。）他の会社等の議決権の過半数を占めてい

る会社であって、かつ、一定の要件のいずれかに該当する場合の具体例として、適用指針

では債務超過の会社の場合を示していますが、その内容を説明してください。 

 

 

Ｑ７：子会社の範囲の決定に関し、所有している議決権が百分の四十未満であり、緊密な者

及び同意している者が所有している議決権とを合わせて（自己の計算において議決権を所

有していない場合を含む。）他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であって、か

つ、一定の要件のいずれかに該当する場合の具体例として、実務指針では金融機関の場合

と債務超過の会社の場合を示していますが、その内容を説明してください。 
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Ａ： 

 

  

債務超過会社の場合は、財務諸表提出会社が他の会社の議決権を直接所有していなくても、緊密な者及

び同意している者を通じて議決権の過半数を間接的に所有している場合で、例えば、債務保証を行ってい

ることによって債務超過額を負担することになっているときには、一般的に、財務諸表提出会社が当該会

社の存続の決定を行い損失負担等について責任をとる立場にあるため、当該会社を実質的に支配している

ものと考えられます。 

なお、このような考え方は、債務保証を行っている場合に限ることなく、また、実際に債務超過会社と

なっていなくても、将来債務超過に陥ったときに責任をとることが明らかとなっているような場合も含ま

れるものと解されます。 

 

Ａ：(1) 金融機関の場合は、独占禁止法の下で制限された所有割合の議決権を所有しているが、緊密な者及

び同意している者が所有する議決権と合わせて議決権の過半数を占めており、一定の要件を満たす場

合には、原則として子会社に該当するという考え方です。 

(2) 債務超過会社の場合は、財務諸表提出会社が他の会社の議決権を直接所有していなくても、緊密な

者及び同意している者を通じて議決権の過半数を間接的に所有している場合で、例えば、債務保証を

行っていることによって債務超過額を負担することになっているときには、一般的に、財務諸表提出

会社が当該会社の存続の決定を行い損失負担等について責任をとる立場にあるため、当該会社を実質

的に支配しているものと考えられることを意味しています。 

なお、このような考え方は、債務保証を行っている場合に限ることなく、また、実際に債務超過会

社となっていなくても、将来債務超過に陥ったときに責任をとることが明らかとなっているような場

合も含まれるものと解されます。 

 

Ｑ８：共同出資の合弁会社が子会社に該当するか否かの判断は、どのように行うこととなり

ますか。 

 

Ａ：適用指針では、「他の会社に対し共同で出資を行っている合弁会社の場合にも、意思決定機関を支配し

ているか否かの判定を行うこととなるが、例えば、当該他の会社に共同支配企業の形成による処理方法が

適用され、その後も共同で支配されている実態にある場合には、当該他の会社は共同で出資を行っている

会社のうち特定の会社の子会社には該当せず、それぞれの会社の関連会社として取り扱われる。」とされ

ています（適用指針第 16 項（2））。これは、連結財務諸表原則 第三 一 ２及び連結財務諸表制度にお

ける子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 ３ただし書きでは、他の会社等の意思

決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上若しくは事業上の関係

からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合、当該他の会

社等は子会社に該当しないものとしていることから、これに該当する場合として例示されているものです

（適用指針第16項）。 

(1) 子会社に該当しない合弁会社の具体例 

共同支配企業に該当する場合には、子会社に該当しないこととなりますが、共同支配企業に該当す

るか否かは、企業会計基準適用指針第 10 号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（最終改正 平成19年 11月 15日）により判定することになります。 

 

 

 

 

 

(2) 子会社に該当する合弁会社の具体例 

例えば、以下のような合弁会社である場合には、財務諸表提出会社の子会社に該当するものと考え

られます。 

① 合弁会社が所在する国の法制上の制約等により、形式的には 50％以下の出資となっているが、合

 

Ｑ８：共同出資の合弁会社が子会社に該当するか否かの判断は、どのように行うこととなり

ますか。 

 

Ａ：他の会社に対し共同で出資を行っている場合にも、意思決定機関を支配しているか否かの判定を行うこ

ととなりますが、当該他の会社が共同支配の実態にある合弁会社である場合には、当該他の会社は共同で

出資を行っている会社のうち特定の会社の子会社には該当せず、それぞれの会社の関連会社として取り扱

うこととなります。 

 

 

 

 

 

 

(1) 子会社に該当しない合弁会社の具体例 

財務諸表提出会社及び他の出資者が、双方の技術、営業網、人的資源、資金により対等の立場で合

弁会社を運営しており、双方が対等に出資し役員も対等に派遣している場合には、出資企業のいずれ

か一方が合弁会社の意思決定機関を単独で支配しているとはいえず、この合弁会社は共同支配の実態

にあるものと認められ、いずれか一方の子会社として扱うことはできないものと考えられます。 

また、出資は対等であるが、財務諸表提出会社が合弁会社の過半数の役員を派遣し、かつ従業員も

すべて出向者で構成している等の状況にあり、日常的な運営を他の出資者から委ねられている場合で

あっても、合弁会社の基本的な運営方針について財務諸表提出会社のみで決定できない場合には、単

独で支配しているとは認められず、子会社に該当しないものと考えられます。 

(2) 子会社に該当する合弁会社の具体例 

例えば、以下のような合弁会社である場合には、財務諸表提出会社の子会社に該当するものと考え

られます。 

① 合弁会社が所在する国の法制上の制約等により、形式的には 50％以下の出資となっているが、合
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弁会社の経営責任及び最終損益について、財務諸表提出会社が全面的に責任を負い、他の出資者は

出資額を限度とした責任しか負わない場合 

② 形式的には対等出資となっているが、合弁相手先である出資企業が合弁会社の議決権行使を財務

諸表提出会社に委任している場合 

③ 合弁契約書において、財務諸表提出会社が合弁会社の経営責任及び最終損益について全面的に責

任を負うことが示されている等、財務諸表提出会社が単独で支配していることが明らかな場合 

 

なお、「企業結合に係る会計基準」適用前に設立された合弁企業については、以下の改正前の本Ｑ＆Ａ

が適用されると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁会社の経営責任及び最終損益について、財務諸表提出会社が全面的に責任を負い、他の出資者は

出資額を限度とした責任しか負わない場合 

② 形式的には対等出資となっているが、合弁相手先である出資企業が合弁会社の議決権行使を財務

諸表提出会社に委任している場合 

③ 合弁契約書において、財務諸表提出会社が合弁会社の経営責任及び最終損益について全面的に責

任を負うことが示されている等、財務諸表提出会社が単独で支配していることが明らかな場合 

 

 

Ｑ９：緊密な者と合わせて議決権の過半数を所有することとなる場合の判定に関する基本的

な考え方について、具体的な事例に基づいて説明してください。 

 

 

Ｑ９：緊密な者と合わせて議決権の過半数を所有することとなる場合の判定に関する基本的

な考え方について、具体的な事例に基づいて説明してください。 

 

（改正前Ｑ８ Ａ(1)） 

Ａ：他の会社に対し共同で出資を行っている場合にも、意思決定機関を支配しているか否かの判定を

行うこととなりますが、当該他の会社が共同支配の実態にある合弁会社である場合には、当該他の

会社は共同で出資を行っている会社のうち特定の会社の子会社には該当せず、それぞれの会社の関

連会社として取り扱うこととなります。 

(1) 子会社に該当しない合弁会社の具体例 

財務諸表提出会社及び他の出資者が、双方の技術、営業網、人的資源、資金により対等の立場

で合弁会社を運営しており、双方が対等に出資し役員も対等に派遣している場合には、出資企業

のいずれか一方が合弁会社の意思決定機関を単独で支配しているとはいえず、この合弁会社は共

同支配の実態にあるものと認められ、いずれか一方の子会社として扱うことはできないものと考

えられます。 

また、出資は対等であるが、財務諸表提出会社が合弁会社の過半数の役員を派遣し、かつ従業

員もすべて出向者で構成している等の状況にあり、日常的な運営を他の出資者から委ねられてい

る場合であっても、合弁会社の基本的な運営方針について財務諸表提出会社のみで決定できない

場合には、単独で支配しているとは認められず、子会社に該当しないものと考えられます。 
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Ａ： 

（具体的事例） 

  

   Ｐ社：財務諸表提出会社  Ｓ社：判定対象会社 Ａ社：緊密な者 

 

 

   Ｘ社：外部株主 

  

     事例(1)                     事例(2) 

  

    Ｐ社  30%  Ｐ社  30% Ｘ社  

                                                   70% 

      39% Ａ社                      39% Ａ社  

               25%                                  25% 

  Ｓ社  Ｓ社  

  

  

      事例(3)                          事例(4) 

  

  Ｐ社   0% Ｐ社   30% 

                              

        30% Ａ社   Ａ社  

                    70%                                 70% 

  Ｓ社  Ｓ社  

  

  

  

      事例(5) 

  

  Ｐ社  

             5%       5% 

  A1        5% 

  A2        5% 

             15% A3       5% 

        5%       15% A4   

                   15% A5  

                      15% 

                       15% 

  Ｓ社  

  

 

緊密な者と合わせて議決権の過半数となる場合の判定に関する考え方については、以下のように理

解することが適切と考えられます。 

事例(1)の場合、Ｐ社及びＡ社を合計したＳ社の議決権の所有割合は 64％で過半数を占めており、

Ｓ社はＰ社の子会社に該当する要件を満たしていることとなります。 

しかしながら、Ａ社の株主が事例 (2)のような状況、すなわち、外部株主Ｘ社がＡの株式の 70％

（過半数）を所有している場合には、Ｓ社はＰ社の子会社である要件は満たしてはいるものの、外部

Ａ： 

（具体的事例） 

 

   Ｐ社：財務諸表提出会社  Ｓ社：判定対象会社 Ａ社：緊密な者 

   Ｘ社：外部株主 

 

    事例(1)                     事例(2) 

 

   Ｐ社  30%  Ｐ社  30% Ｘ社  

                                                  70% 

     39% Ａ社                      39% Ａ社  

              25%                                  25% 

 Ｓ社  Ｓ社  

 

 

     事例(3)                          事例(4) 

 

 Ｐ社   0% Ｐ社   30% 

                             

       30% Ａ社   Ａ社  

                   70%                                 70% 

 Ｓ社  Ｓ社  

 

 

 

     事例(5) 

 

 Ｐ社  

            5%       5% 

 A1        5% 

 A2        5% 

            15% A3       5% 

       5%       15% A4   

                  15% A5  

                     15% 

                      15% 

 Ｓ社  

 

 

緊密な者と合わせて議決権の過半数となる場合の判定に関する考え方については、以下のように理

解することが適切と考えます。 

事例(1)の場合、Ｐ社及びＡ社を合計したＳ社の議決権所有割合は 64％で過半数を占めており、Ｓ

社はＰ社の子会社に該当する要件を満たしていることとなります。 

しかしながら、Ａ社の株主が事例 (2)のような状況、すなわち、外部株主Ｘ社がＡの株式の 70％

（過半数）を所有している場合には、Ｓ社はＰ社の子会社である要件は満たしてはいるものの、外部
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株主Ｘ社の存在を考慮して実質的に判定することが必要となります。 

判定の結果、例えば、Ａ社はＸ社の子会社に該当すると判定されたため、Ｓ社はＸ社にとって関連

会社となり、かつ、Ｐ社にとっても関連会社ということになる可能性もあります。 

このような場合には、形式的な要件のみにとらわれることなく、実質的な関係、すなわち、このＳ

社を実質的に支配している者又は重要な財務等の方針の決定に影響を与えることができる者が存在し

ているかどうかという点が判断のポイントになるものと考えられます。 

このように、子会社の範囲の判定をする際には、要件にとらわれることなく、実質的な関係、親会

社としての責任はどの会社が負うのかという観点から判定することが必要です。 

事例(3)の場合には、Ｓ社の議決権をＰ社が 30％、Ａ社が 70％所有していますが、Ｐ社がＡ社に特

に依頼して株式を所有してもらっているのであれば、Ｐ社の子会社に該当することも考えられます。

ただし、この所有割合だけを見るとＳ社にとってＡ社が 70％を所有していますので、特段の事情がな

い限りＡ社が親会社になると思われますが、あくまでも実質的な関係、状況等を勘案して判断するこ

ととなります。 

事例(4)についても、Ｐ社がＡ社に特に依頼して株式を所有してもらっているのか、あるいは、あ

くまでもＳ社はＡ社と一体なのかが問題となります。したがって、この議決権の所有割合だけで、子

会社としての判定要件に該当する又は該当しないという判断はできないということに注意する必要が

あります。 

事例(5)については、Ａ１からＡ５までがＰ社にとって緊密な者に該当するものとし、Ｐ社と点線

で囲ったグループの合計でＳ社の株式の過半数を所有している場合で、Ｐ社がＳ社に役員を過半数送

り込んでいる等の要件により、実質的に支配していると認められる場合には、Ｓ社もＰ社の子会社に

該当することとなります。 

 

このように、グループで議決権を所有している場合においても、実質的な支配力に基づいて子会社

を判定することが必要となります。 

 

 

 

 

 

株主Ｘ社の存在を考慮して実質的に判定することが必要となります。 

判定の結果、例えば、Ａ社はＸ社の子会社に該当すると判定されたため、Ｓ社はＸ社にとって関連

会社となり、かつ、Ｐ社にとっても関連会社ということになる可能性もあります。 

このような場合には、形式的な要件のみにとらわれることなく、実質的な関係、すなわち、このＳ

社を実質的に支配している者又は重要な財務等の方針の決定に影響を与えることができる者が存在し

ているかどうかという点が判断のポイントになるものと考えられます。 

このように、子会社の範囲の判定をする際には、要件にとらわれることなく、実質的な関係、親会

社としての責任はどの会社が負うのかという観点から判定することが必要です。 

事例(3)の場合には、Ｓ社の議決権をＰ社が 30％、Ａ社が 70％所有していますが、Ｐ社がＡ社に特

に依頼して株式を所有してもらっているのであれば、Ｐ社の子会社に該当することも考えられます。

ただし、この所有割合だけを見るとＳ社にとってＡ社が 70％を所有していますので、特段の事情がな

い限りＡ社が親会社になると思われますが、あくまでも実質的な関係、状況等を勘案して判断するこ

ととなります。 

事例(4)についても、Ｐ社がＡ社に特に依頼して株式を所有してもらっているのか、あるいは、あ

くまでもＳ社はＡ社と一体なのかが問題となります。したがって、この議決権所有割合だけで、子会

社としての判定要件に該当する又は該当しないという判断はできないということに注意する必要があ

ります。 

事例(5)については、実務指針に記載されている独占禁止法の下で持株比率を制限されている金融

機関の例を踏まえた具体例として示したものです。Ａ１からＡ５までがＰ社にとって緊密な者に該当

するものとし、Ｐ社と点線で囲ったグループの合計でＳ社の株式の過半数を所有している場合で、Ｐ

社がＳ社に役員を過半数送り込んでいる等の要件により、実質的に支配していると認められる場合に

は、Ｓ社もＰ社の子会社に該当することとなります。 

このように、グループで議決権を所有している場合においても、実質的な支配力に基づいて子会社

を判定することが必要となります。 

 

 

Ｑ10：財務諸表提出会社の役員が他の会社の議決権を所有し、それぞれ以下のような状況に

ある場合には、財務諸表提出会社にとって当該他の会社が子会社等に該当するか否かの判

定をどのように行うべきかについて、具体例に基づいて説明してください。 

(1) 財務諸表提出会社の役員が議決権の過半数を所有する会社は、財務諸表提出会社の

子会社に該当することとなりますか。 

(2) 財務諸表提出会社の役員が議決権のすべて（当該役員の配偶者等が所有する議決権

を含む。）を所有する会社が、財務諸表提出会社の議決権の過半数を有しているとき

には、当該会社は財務諸表提出会社の親会社に該当することとなりますか。 

 

 

Ｑ10：財務諸表提出会社の役員が他の会社の議決権を所有し、それぞれ以下のような状況に

ある場合には、財務諸表提出会社にとって当該他の会社が子会社等に該当するか否かの判

定をどのように行うべきかについて、具体例に基づいて説明してください。 

(1) 財務諸表提出会社の役員が議決権の過半数を所有する会社は、財務諸表提会社の子

会社に該当することとなりますか。 

(2) 財務諸表提出会社の役員が議決権のすべて（当該役員の配偶者等が所有する議決権

を含む。）を所有する会社が、財務諸表提出会社の議決権の過半数を有しているとき

には、当該会社は財務諸表提出会社の親会社に該当することとなりますか。 
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Ａ： (1)について 

 

（具体的事例） 

                                          

       Ｐ社：財務諸表提出会社  Ａ社、Ｂ社：判定対象会社 

        役員Ｘ：緊密な者 

  

  事例(1)  Ｐ社             事例(2) Ｐ社       

 役員Ｘ  役員Ｘ  

     

        10%        90%  100%  

     

                Ａ社  Ｂ社  

                                                                             

 

事例(1)のＡ社は、Ｐ社が所有する 10％の議決権と、Ｐ社にとって一般的に緊密な者と考えられる役

員Ｘが所有する 90％の議決権とを合わせて議決権の 100％を所有する会社であるため、子会社に該当す

る可能性があります。 

また事例(2)のＢ社は、Ｐ社が議決権を所有していませんが、Ｐ社にとって一般的に緊密な者と考え

られる役員Ｘが議決権の100％を所有する会社であるため、子会社に該当する可能性があります。 

しかしながら、Ａ社又はＢ社の事例において財務上又は営業上若しくは事業上の関係等からみて、緊

密な者を考慮してもＰ社が意思決定機関を支配していないことが明らかと認められる場合には、子会社

に該当しないこととなります。具体的には、Ｐ社と役員Ｘ及びＡ社又はＢ社の関係状況からみて役員Ｘ

の議決権行使の意思がＰ社と同一でないことが明らかな場合や、Ａ社又はＢ社が破綻したときに役員Ｘ

が損失を実質的に負担する（Ｐ社は、議決権の所有割合を超えて損失を負担しない）こととなっている

場合には、Ａ社又はＢ社はＰ社の子会社に該当しないものと考えられます。 

なお、子会社に該当しなかった場合に、Ａ社又はＢ社がＰ社の関連会社に該当するか否かについて

は、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して、

Ｐ社が重要な影響力を有しているかどうかによって判断することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ： (1)について 

 

（具体的事例） 

                                         

       Ｐ社：財務諸表提出会社  Ａ社、Ｂ社：判定対象会社 

        役員Ｘ：緊密な者 

  

  事例(1) Ｐ社             事例(2) Ｐ社       

 役員Ｘ  役員Ｘ  

     

        10%        90%  100%  

     

               Ａ社  Ｂ社  

                                                                             

 

事例(1)のＡ社は、Ｐ社が所有する 10％の議決権と、Ｐ社にとって一般的に緊密な者と考えられる役

員Ｘが所有する 90％の議決権とを合わせて議決権の 100％を所有する会社であるため、子会社に該当す

る可能性があります。 

また事例(2)のＢ社は、Ｐ社が議決権を所有していませんが、Ｐ社にとって一般的に緊密な者と考え

られる役員Ｘが議決権の100％を所有する会社であるため、子会社に該当する可能性があります。 

しかしながら、Ａ社又はＢ社の事例において財務上又は営業上若しくは事業上の関係等からみて、緊

密な者を考慮してもＰ社が意思決定機関を支配していないことが明らかと認められる場合には、子会社

に該当しないこととなります。具体的には、Ｐ社と役員Ｘ及びＡ社又はＢ社の関係状況からみて役員Ｘ

の議決権行使の意思がＰ社と同一でないことが明らかな場合や、Ａ社又はＢ社が破綻したときに役員Ｘ

が損失を実質的に負担する（Ｐ社は、議決権の所有割合を超えて損失を負担しない）こととなっている

場合には、Ａ社又はＢ社はＰ社の子会社に該当しないものと考えられます。 

なお、子会社に該当しなかった場合に、Ａ社又はＢ社がＰ社の関連会社に該当するか否かについて

は、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して、

Ｐ社が重要な影響力を有しているかどうかによって判断することとなります。 
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 (2)について 

 

（具体的事例） 

        

      Ｐ社：財務諸表提出会社  Ｃ社：判定対象会社（役員の個人的持株会社） 

 

      役 員 Ｘ  

                                     

                  100% 

                 （役員Ｘの配偶者等が所有する議決権を含む。） 

    Ｃ   社    

                                     

                  55% 

 

 Ｐ   社     

                                                            

                                              

Ｃ社は、Ｐ社の議決権の過半数を所有しているため、基本的にはＰ社の意思決定機関を支配している

ものと考えられます。 

しかしながら、Ｃ社が役員Ｘ（役員Ｘ及びその配偶者等が議決権を所有している場合を含む。）の個

人的な財産管理会社であり、Ｃ社がＰ社を支配している実態はないと監査上判断できる場合には、Ｐ社

はＣ社によって支配されているのではなく、役員Ｘによって実質的に支配されているものと考え、例外

的に、Ｃ社はＰ社の親会社に該当しないものと判断することが認められると考えられます。 

 

 

 

 

 

(2)について 

 

（具体的事例） 

        

      Ｐ社：財務諸表提出会社  Ｃ社：判定対象会社（役員の個人的持株会社） 

 

      役 員 Ｘ  

                                     

                  100% 

                 （役員Ｘの配偶者等が所有する議決権を含む。） 

    Ｃ   社    

                                     

                  55% 

 

 Ｐ   社     

                                                            

                                              

Ｃ社は、Ｐ社の議決権の過半数を所有しているため、基本的にはＰ社の意思決定機関を支配している

ものと考えられます。 

しかしながら、上掲の具体例のように、Ｃ社が実体のないいわば役員Ｘ（役員Ｘ及びその配偶者等が

議決権を所有している場合を含む。）の個人的な持株会社であるような場合には、実体のないＣ社が会

社としてＰ社を支配している状況にはないことが明らかであると認められるため、Ｐ社はＣ社によって

支配されているのではなく、役員Ｘによって実質的に支配されているものとすることが適切と考えられ

ます。 

したがって、この場合には、実体のないＣ社の所有を形式的なものと解釈し（状況によっては、役員

Ｘの自己の計算による株式の所有に該当することも考えられます。）、例外的に、Ｃ社はＰ社の親会社

に該当しないものと判断することが妥当と考えられます。 

 

 

Ｑ11：子会社及び関連会社の範囲の判定において検討すべき要件について、適用指針では

「重要な」、「相当程度」、「主要な」、「大部分」、「合理的な」及び「極めて重要

な」などの記載がありますが、その判断はどのように行いますか。 

 

Ａ： 「重要な」、「相当程度」、「主要な」、「大部分」、「合理的な」及び「極めて重要な」などの判

断に当たっては、その具体的な割合や数値基準を示し得るものではなく、対象となる事象、取引等によっ

て支配することができるか否か又は影響を及ぼすことができるか否かについて、財務諸表提出会社との関

係に基づき実質的に判断することが必要となります。 

 

 

 

 

 

Ｑ11：子会社及び関連会社の範囲の判定において検討すべき要件について、実務指針では

「重要な」、「相当程度」、「主要な」及び「極めて重要な」などの記載がありますが、

その判断はどのように行いますか。 

 

Ａ： 「重要な」、「相当程度」、「主要な」及び「極めて重要な」などの判断に当たっては、その具体的

な割合や数値基準を示し得るものではなく、対象となる事象、取引等によって支配することができるか否

か又は影響を及ぼすことができるか否かについて、財務諸表提出会社との関係に基づき実質的に判断する

ことが必要となります。 
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Ｑ12：子会社及び関連会社の範囲に含まれる｢会社に準ずる事業体｣の判定に当たっての留意

事項を示してください。 

 

Ａ：適用指針 28 項では、子会社及び関連会社の範囲に含まれる「会社に準ずる事業体」には、「資産の流

動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人、

「中間法人法」に基づく中間法人、投資事業組合、海外における同様の事業を営む事業体、パートナー

シップその他これらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が該当するものと考えられるとされていま

す。 

また、財団法人・社団法人などの公益法人は、収益事業を行っている場合もありますが、本来営利を目

的とするものでないため、原則として、会社に準ずる事業体には該当しないものと考えられます。 

民法上の組合については、当該組合の財務諸表に基づいて、当該組合に対する出資等に対応する数値が

個別財務諸表に反映されていますが、このことと子会社に該当し連結の範囲に含まれることとは別個に判

断すべきであり、子会社に該当するか否かは、あくまでも支配力基準によって判定することとなります

（企業会計基準委員会 実務対応報告第 20 号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に

関する実務上の取扱い」参照）。 

なお、我が国における建設業のジョイントベンチャーは、法的には民法上の組合に相当するものと考え

られていますが、現行会計実務上は毎年一定の時期に規則的な決算を行うことなく、構成員各社の会計に

組み込む形態となっているため、連結実務上では個別の組織体として認識しないことが適切と考えられま

す。 

 

 

Ｑ12：子会社及び関連会社の範囲に含まれる｢会社に準ずる事業体｣の判定に当たっての留意

事項を示してください。 

 

Ａ：子会社及び関連会社の範囲は、会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当す

るものを含む。）とされており、「これらに準ずる事業体」として、特定目的会社（｢資産の流動化に関

する法律｣に基づく特定目的会社）、海外における同様の事業を営む事業体、パートナーシップその他こ

れらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が考えられます。なお、特定目的会社のほか、投資法人及

び中小企業等投資事業有限責任組合についても会社及び組合に準ずる事業体に含まれることとなります。 

また、財団法人・社団法人などの公益法人は、収益事業を行っている場合もありますが、本来営利を目

的とするものでないため、原則として、会社に準ずる事業体には該当しないものと考えられます。 

民法上の組合については、当該組合の財務諸表に基づいて、当該組合に対する出資等に対応する数値が

個別財務諸表に反映されていますが、このことと子会社に該当し連結の範囲に含まれることとは別個に判

断すべきであり、子会社に該当するか否かは、あくまでも支配力基準によって判定することとなります。 

 

 

なお、我が国における建設業のジョイントベンチャーは、法的には民法上の組合に相当するものと考え

られていますが、現行会計実務上は毎年一定の時期に規則的な決算を行うことなく、構成員各社の会計に

組み込む形態となっているため、連結実務上では個別の組織体として認識しないことが適切と考えられま

す。 

 

Ｑ13：特別目的会社に関する取扱いについて、以下の点を説明してください。 

(1) 金融機関・弁護士等が特別目的会社に全部又はその大部分を出資しているとして

も、特定の資産の譲渡人が当該特別目的会社の重要な財務及び営業又は事業の方針の

決定を支配する契約等が存在する場合には、当該特別目的会社は特定の資産の譲渡人

の子会社に該当することとなりますか。 

(2) チャリタブル・トラスト等の形式的かつ非営利の事業体を経由して出資した場合の

取扱いはどのようになりますか。 

(3) 特定の資産としての金融資産を特別目的会社に譲渡する際に、譲渡人が特別目的会

社等から独立しているものとして、譲渡人の子会社には該当しないものと推定される

場合とは、具体的にどのような場合ですか。 

(4) 特定の負債を特別目的会社が引き受ける場合の取扱いは、特定の資産を譲渡する場

合の取扱いと同様となりますか。 

 

Ａ：(1) 金融機関・弁護士等が特別目的会社に全部又はその大部分を出資し、特定資産の譲渡人は出資を

行っていないか、又は出資を行っていても 15％未満である状況において､当該特別目的会社の重要な

財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等で、権利義務並びに損益等が実質的に特定資産

の譲渡人に帰属すると認められる場合には、通常、特定資産の譲渡人が自己の計算において当該特定

 

Ｑ13：特別目的会社等に関する取扱いについて、以下の点を説明してください。 

(1) 金融機関・弁護士等が特別目的会社等に全部又はその大部分を出資しているとして

も、特定の資産の譲渡人が当該特別目的会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針

の決定を支配する契約等が存在する場合には、当該特別目的会社等は特定の資産の譲

渡人の子会社に該当することとなりますか。 

(2) チャリタブル・トラスト等の形式的かつ非営利の事業体を経由して出資した場合の

取扱いはどのようになりますか。 

(3) 特定の資産としての金融資産を特別目的会社等に譲渡する際に、譲渡人が特別目的

会社等から独立しているものとして、譲渡人の子会社には該当しないものと推定され

る場合とは、具体的にどのような場合ですか。 

(4) 特定の負債を特別目的会社等が引き受ける場合の取扱いは、特定の資産を譲渡する

場合の取扱いと同様となりますか。 

 

Ａ：(1) 金融機関・弁護士等が特定目的会社等に全部又はその大部分を出資し、特定資産の譲渡人は出資を

行っていないか、又は出資を行っていても 15％未満である状況において､当該特別目的会社等の重要

な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等で、権利義務並びに損益等が実質的に特定資

産の譲渡人に帰属すると認められる場合には、通常、特定資産の譲渡人が自己の計算において当該特
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目的会社の議決権を所有しているものと判断され、当該特別目的会社は譲渡人の子会社に該当するこ

ととなります。 

しかし、このような場合であっても、特別目的会社が財務諸表等規則第８条第７項に示されている

譲渡人から独立しているものと認められる要件を満たしている場合には、当該特別目的会社は譲渡人

の子会社には該当しないものと推定されることとなります。 

なお、特別目的会社が譲渡人の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別

目的会社)については、企業会計基準適用指針第 15 号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用

指針」による注記が必要となることに留意する必要があります。 

(2) チャリタブル・トラスト等の形式的かつ非営利の事業体を経由して出資している場合も、その形式

的かつ非営利の事業体は、｢緊密な者｣又は｢同意している者｣と解されます。したがって、そのような

事業体を経由して出資したとしても、上述(1)の場合と同様に取り扱うこととなります。  

(3) 金融資産が譲渡された特別目的会社について、譲渡人の子会社に該当するか否かの判定に当たって

は、金融資産の消滅の認識要件、つまり、金融資産に対する支配の移転の要件を勘案する必要があり

ます。 

したがって、特定資産としての金融資産を特別目的会社に譲渡した際に、金融資産の消滅の認識要

件を満たせば、当該特別目的会社は譲渡人の子会社に該当しないことになります。金融資産を特別目

的会社に譲渡した際に、金融資産の消滅の認識として取り扱う場合とは、企業会計基準第 10 号｢金融

商品に関する会計基準｣に規定されている金融資産の消滅の認識に係る３要件及び同基準注４に規定

されている適格な特別目的会社に係る２要件を共に満たす場合です。 

(4) 財務諸表等規則第８条第７項において、特別目的会社が、譲渡人の子会社に該当しないものと認め

られているのは、譲渡人が特定の資産を譲渡した場合であり、特別目的会社が特定の負債を引き受け

た場合には、この取扱いは認められません。したがって、(1)の考え方と同様に、特別目的会社の重

要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等で、特別目的会社の権利義務並びに損益等

が実質的に特定の負債の引渡人に帰属する場合には、通常、特定の負債の引渡人が自己の計算におい

て当該特別目的会社の議決権を所有しているものと判断され、当該特別目的会社は、引渡人の子会社

に該当することとなります。 

例えば、発行会社が特別目的会社に対して新株予約権付社債（旧転換社債）を発行し、当該特別目

的会社が新株予約権付社債（旧ワラント債）を投資家に発行する場合などは、原則として、当該特別

目的会社は発行会社の子会社となるものと考えられます。 

 

定目的会社等の議決権を所有しているものと判断され、当該特別目的会社等は譲渡人の子会社に該当

することとなります。 

しかし、このような場合であっても、特別目的会社等が実務指針４．(2)に示されている譲渡人か

ら独立しているものと認められる要件を満たしている場合には、当該特別目的会社等は譲渡人の子会

社には該当しないこととなります。 

 

 

 

(2) チャリタブル・トラスト等の形式的かつ非営利の事業体を経由して出資している場合も、その形式

的かつ非営利の事業体は、｢緊密な者｣又は｢同意している者｣と解されます。したがって、そのような

事業体を経由して出資したとしても、上述(1)の場合と同様に取り扱うこととなります。  

(3) 金融資産が譲渡された特別目的会社等について、譲渡人の子会社に該当するか否かの判定に当たっ

ては、金融資産の消滅の認識要件、つまり、金融資産に対する支配の移転の要件を勘案する必要があ

ります。 

したがって、特定資産としての金融資産を特別目的会社等に譲渡した際に、金融資産の消滅の認識

要件を満たせば、当該特別目的会社等は譲渡人の子会社に該当しないことになります。金融資産を特

別目的会社等に譲渡した際に、金融資産の消滅の認識として取り扱う場合とは、｢金融商品に係る会

計基準｣に規定されている金融資産の消滅の認識に係る３要件及び｢金融商品に係る会計基準注解｣(注

４)に規定されている適格な特別目的会社に係る２要件を共に満たす場合です。 

(4) 実務指針４．(2)において、特別目的会社等が、譲渡人の子会社に該当しないものと認められてい

るのは、譲渡人が特定の資産を譲渡した場合であり、特別目的会社等が特定の負債を引き受けた場合

には、この取扱いは認められません。したがって、特別目的会社等の重要な財務及び営業又は事業の

方針の決定を支配する契約等で、特別目的会社等の権利義務並びに損益等が実質的に特定の負債の引

渡人に帰属する場合には、通常、特定の負債の引渡人が自己の計算において当該特別目的会社等議決

権を所有しているものと判断され、当該特別目的会社等は、引渡人の子会社に該当することとなりま

す。 

例えば、発行会社が特別目的会社等に対して新株予約権付社債（旧転換社債）を発行し、当該特別

目的会社等が新株予約権付社債（旧ワラント債）を投資家に発行する場合などは、原則として、当該

特別目的会社等は発行会社の子会社となるものと考えられます。 

 

Ｑ14：連結の範囲及び持分法の適用範囲からの除外に関する重要性の判断に当たっての具体

的な取扱いを示してください。 

 

Ａ： 連結の範囲及び持分法の適用範囲からの除外に関する重要性の判断をどのように行うかについては、

監査・保証実務委員会報告第 52 号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に

係る監査上の取扱い」によります。したがって、その判断に当たっては、同委員会報告に基づき、企業集

団における個々の子会社の特性並びに少なくとも資産、売上高、利益及び利益剰余金の４項目に与える影

響を考慮するほか、純資産に含まれる評価・換算差額等及び新株予約権についても、その重要性を考慮す

 

Ｑ14：連結の範囲及び持分法の適用範囲からの除外に関する重要性の判断に当たっての具体

的な取扱いを示してください。 

 

Ａ： 改正後の財務諸表等規則に基づく子会社及び関連会社の範囲の拡大に伴い、連結の範囲及び持分法の

適用範囲からの除外に関する重要性の判断をどのように行うかについては、実務指針では、従来どおり監

査委員会報告第 52 号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取

扱い」によることとしています。したがって、その判断に当たっては、同報告第 52 号に基づき、企業集

団における個々の子会社の特性並びに少なくとも資産、売上高、利益及び利益剰余金の４項目に与える影
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る必要があります。 

 

 

 

響を考慮するほか、土地再評価法による土地再評価差額金、その他有価証券評価差額金、資本剰余金に含

まれる自己株式処分差益や為替換算調整勘定等についても、その重要性を考慮する必要があります。 

Ｑ15～Ｑ19 

（省 略） 

 

 

Ｑ15～Ｑ19 

（省 略） 

 

 

 

 

 

Ａ： 連結原則 第三 一 ２及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 ３ただし書きでは、他

の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上若しく

は事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場

合、当該他の会社等は子会社に該当しないものとしていますが、これを受けて、適用指針では、この例の

一つとして、「ベンチャーキャピタルなどの投資企業（投資先の事業そのものによる成果ではなく、売却

による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う会社等）が投資育成や事業再生を図り

キャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債権の円滑な回収を目的

とする営業取引として、他の会社等の株式や出資を有している場合において、子会社等の範囲の見直しに

係る具体的な取扱い 一 ３にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たし

ていても、次のすべてを満たすようなとき（ただし、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関

を支配する意図が明確であると認められる場合を除く。）には、子会社に該当しないことにあたる」とさ

れています(適用指針第16項（4）)。 

① 売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること 

② 当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどない

こと 

③ 当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと 

④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないこと 

この取扱いについては、監査上、形式的な判定にとどまらず、まず、実態としてこれらの投資が、投資

企業が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的としている営業取引であるかどうか、又は

金融機関が債権の円滑な回収を目的としている営業取引であるかどうかを検討し、そのうえで実質的に①

から④の要件を満たしているかを監査上判断することが必要となります。 

なお、①の要件については、「営業取引として他の会社等の株式や出資を有していることが前提とされ

ていることから、当該営業取引の性質に見合う売却等の方法や時期その他の事項を考慮した計画の合理性

が必要となる」（適用指針第 41 項）とされていますが、売却等の予定時期が長期にわたっている場合

（例えば、５年ないし６年を超えるような場合）は、個別財務諸表における当該株式や出資の評価減を含

めて、監査上、慎重な検討が必要になると考えられます。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ20：適用指針では、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認

められる場合の一例として、ベンチャーキャピタルなどの投資企業のケースをあげていま

す。この取扱いについて、監査上の留意点を説明してください。 
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さらに、適用指針第 16 項（4）では、他の会社等の株式や出資を有している投資企業や金融機関は、実

質的な営業活動を行っている会社等であることが必要であり、また、当該投資企業や金融機関が含まれる

企業集団に関する連結財務諸表にあっては、当該企業集団内の他の連結会社（親会社及びその連結子会

社）においても上記②から④の要件を満たすことが適当であるとされていますので、監査上、留意が必要

です。 

以  上 

 

 

 

 

 

以  上 

 


